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研究成果の概要（和文）：わが国においても 2008 年度より文部科学省がスクールソーシャルワ

ーカー活用事業を開始した。これにより、スクールソーシャルワーカーの人材養成が緊急の課

題になった。本研究にてスクールソーシャルワーカー人材養成の先進国であるアメリカ、カナ

ダ、韓国の実態調査結果を踏まえ、わが国での学校ソーシャルワーカー人材養成のあり方を研

究論文や書籍にて示した。また、社団法人・日本社会福祉士養成校協会によるスクール（学校）

ソーシャルワーク認定課程が 2009年度より福祉系大学で開始されるようになったが、認定課程

設立に際して本研究成果が大いに活用される実績を残した。 

 
研究成果の概要（英文）：In Japan,school social workers project was started by Ministry 
of Education,Culture,Sports,Science and Technology. Therefore,the school social workers 
training became emergent issue. This research examined the situation of school social workers 
training in U.S.,Canada,Korea. The research outcome was shown in some papers and books. 

Also,Japanese Association of Schools of Cerified Social Worker started The Cerified Course 

of School Social Work in University in 2009. And this research was used to set up the Cerified 

Course. 
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１．研究開始当初の背景 

 わが国において、不登校、いじめ、虐待、
非行等の学校が抱える課題に対し、学校ソー
シャルワーカーを活用していく必要性が研

究上指摘されてきたが、2000 年度までどの教
育委員会も学校ソーシャルワーカー活用事
業を実施してこなかった。また、福祉系大学
においても学校ソーシャルワーカー養成を
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実施してこなかった。 

しかし、2000年度以降、わが国においても
学校ソーシャルワーカーの試行的な配置事
業を実施する自治体が現れた。例えば、香川
県教育委員会では 2001 年度より配置事業を
開始したが、その役割業務は①学校を拠点と
して福祉的なアプローチで学校・家庭・地域
に働きかけながら、問題の解決を図る。②悩
みに対して、相談所の役割や関係を整理し、
環境の調整・改善を図ることで問題を明らか
にするところから取り組む、③人と人（環境）
をつなげること、などを位置づけている。そ
して、2005年には大阪府教育委員会でも配置
事業を開始した。 

しかし、わが国において学校でのソーシャ
ルワーク研究は萌芽期にあり、学校ソーシャ
ルワーカーの養成に関する研究はほとんど
行われていない状況にある。ただし、学校で
のソーシャルワークに対する社会的な関心
は高まりつつあり、学校ソーシャルワーカー
の配置事業を実施する自治体は今後も増加
していく可能性が高い。それゆえ、学校ソー
シャルワーカーの人材養成は希求の課題で
あるといえる。 

 

２．研究の目的 

 わが国においても今後、学校ソーシャルワ
ーカーの人材養成を実施していくことが求
めれる状況が到来した。しかし、現状では福
祉系大学にて学校ソーシャルワーカーの人
材養成は行われていない。そのため、学校ソ
ーシャルワーカーの人材養成システムの構
築が求められている。 

 以上より、本研究の目的はわが国における
学校ソーシャルワーカーの人材養成システ
ムを提案することにある。 

 

３．研究の方法 

 本研究は 3年計画にて、以下の 5 つの研究
を期間内に実施していった。 
 まず 5 つの研究のうち 3つの研究は、アメ
リカ、カナダ、韓国それぞれにおける学校ソ
ーシャルワーカー養成課程及び現任者研修
システム等の調査研究である。この調査研究
は、わが国における学校ソーシャルワーカー
養成システムを構築するうえで、諸外国の養
成課程が重要な資料となるため、不可欠な研
究として実施した。 
そこで、①平成 19 年度は、カナダ・トロ

ント大学大学院での学校ソーシャルワーカ
ー養成課程の実地調査を実施した。②平成 20
年度は、アメリカ・ミシガン大学大学院での
学校ソーシャルワーカー養成課程の実地調
査を実施した。③平成 21年度は、韓国学校
社会福祉士協会による学校社会福祉士養成
課程の実地調査を実施した。 
 次に、4つ目の研究は、わが国での学校教

育現場で学校ソーシャルワーカーに求めら
れる知識・技術についての調査研究である。
この調査研究では、現在活動している学校ソ
ーシャルワーカーへの聞き取り調査を実施
した。 
 5つ目の研究は、諸外国での学校ソーシャ
ルワーカー人材養成課程を踏まえ、わが国で
の学校ソーシャルワーカー人材養成システ
ムについて提案していった。 
 
４．研究成果 
（1）アメリカ・ミシガン州での学校ソーシ
ャルワーカー養成 
 学校ソーシャルワーカー人材養成に関し
て、アメリカは大学院修士課程で養成してい
る。多くの大学院では学校ソーシャルワーカ
ー養成に関わる科目を設置しているが、その
科目は各州が求める学校ソーシャルワーカ
ー資格要件に合わせた構成となっている。一
般的には、2 年間の修士課程のうち、1 年目
は学部レベルで学ぶジェネラリスト・ソーシ
ャルワークを基本としたカリキュラムとな
っており、専門領域は 2年目から学ぶ。 
今回調査したアメリカ・ミシガン大学大学

院では、ミシガン州の学校ソーシャルワーカ
ー資格要件を満たすために、次の科目が履修
できるコースを設定している。①「教育現場
における学校ソーシャルワーク」、②「児童
と青少年の精神保健及び精神障害」、③「ソ
ーシャルワーク実践における心理テストの
利用と実施」、④学校現場での 500 時間以上
の実習である。 
「教育現場における学校ソーシャルワー

ク」の科目では、ソーシャルワーク実践の基
礎知識と技術、アセスメントや介入、教育法
などを学ぶ。「児童と青少年の精神保健及び
精神障害」では、精神保健に影響する要素や
精神障害の予防について学ぶ。そして、「ソ
ーシャルワーク実践における心理テストの
利用と実施」では、学校ソーシャルワーカー
が学校現場で有効活用できる認知・学習・投
影・行動などのアセスメントにおける心理テ
ストを学ぶ。 
特に、学校ソーシャルワーカーを目指す学

生にとっては実習が重視され、実習では６つ
の要素－①アセスメントと分析、②信頼関係
の構築、③方法論と介入方法の統合、④評価、
⑤倫理と価値、⑥専門性の向上－を実践する
ことが求められている。そして、実習では、
現場の学校ソーシャルワーカーがスーパー
バイザーとして実習指導を行っている。 
また、ミシガン州では学校ソーシャルワー

カーとして働くためには、ミシガン州より
LMSW( Licensed Master’s Social Worker)
の認定をされなければならない。そのために
は、①認可されたソーシャルワーク修士号も
しくは博士号を取得しておくこと、②LMSWの



 

 

スーパービジョンのもと、ソーシャルワーク
修士号もしくは博士号取得後 2年間の常勤職
としてのソーシャルワーク実務経験を有す
ること、③上級ジェネラリスト試験もしくは
臨床試験に合格点をとること、などである。
これらの条件が満たされると、認定学校ソー
シャルワーカーとなることができる。 
以上のように、アメリカでは各州が学校ソ

ーシャルワーカーの資格要件を課しており、
それが人材養成や継続研修の内容となる。 
（2）カナダ・トロントでの学校ソーシャル
ワーカー養成 
 カナダでのソーシャルワーカー養成は、基
本的には大学院の修士課程 2 年で養成する。
トロント大学ソーシャルワーク大学院では、
福祉系大学出身者の場合、修士課程 2年目か
らの履修が認められる。修士課程 2 年目から
は 4つの専門コースに分かれるが、学校ソー
シャルワーカー養成に関する専門コースは
「子どもと家族」である。科目としては、①
エビデンス・ベースト・ソーシャルワーク実
践研究、②子どもと家族の実践研究、③子ど
ものソーシャルワーク実践、④子どもと家族
の今日的問題、⑤ソーシャルワーク実習（週
21 時間・80 日）である。 
 学生の実習先の学校や教育委員会関係の
教育機関にはフィールド・インストラクター
としての学校ソーシャルワーカーが指導す
る。相談援助の具体的な場面での実習方法を
重視し、ライブ・スーパービジョンの実施や
事例記録、実習指導者や現職者が陪席して一
緒に活動していく。 
 ソーシャルワーク実習の項目と評価は、知
識や技術、価値をめぐり細部にわたっている。
例えば、対人援助技術、個人や家族の機能、
カウンセリングなどの面接技法、地域開発や
地域資源の活用等が挙げられる。フィール
ド・インストラクターは実習生を受け入れた
場合、実習指導上、次のような点を留意する。
学校における学びでは、①教師の役割につい
て総合的に理解する。②学校におけるソーシ
ャルワーカーの役割、③個別カウンセリング、
④学校の組織やその文化を理解する、などで
ある。実習の方法では、①出来るだけ多様な
専門的経験の機会の提供、②子ども個々のニ
ーズを読み取る能力の育成、③出来るだけ実
際の実践経験を積ませる、などである。 
 以上のように、トロント大学ソーシャルワ
ーク大学院における学校ソーシャルワーカ
ー養成もカリキュラムの充実と実習体制が
整っている状況にあった。 
（3）韓国での学校ソーシャルワーカー養成 

韓国では 1級社会福祉士を基盤に、韓国学
校社会福祉士協会と韓国学校社会福祉学会
が共同で「学校社会福祉士」の資格試験と資
格認定を実施している。 
資格試験を受ける要件としては、「基本要

件」では、①1 級社会福祉士資格保持者、②
学士取得以後 2年以上の関連現場経験または
社会福祉学修士号である。「科目履修要件」
では、①学校社会福祉論、②児童青少年福祉
論、③教育学関連科目である。そして、「実
習要件」では、年間 240 時間以上の学校社会
福祉実習証明書である。 

これらの資格要件を満たした場合、学校社
会福祉士の資格試験が受験できる。資格試験
は、「筆記試験」と「口頭試験」からなる。
筆記試験は、学校社会福祉論と児童青少年福
祉論から出題される。資格試験は、70 点以上
で合格とされている。 
資格試験を合格すると、約 20 時間の宿泊

による「資格研修」が課される。また、資格
発給にともない韓国学校社会福祉士協会へ
の介入やスーパービジョンが提供されてい
く。 

この韓国の学校ソーシャルワーカー養成
は、わが国での社会福祉士及び精神保健福祉
士養成を基盤とした学校ソーシャルワーカ
ー養成のあり方について大いなる研究成果
が得られた。 
(4)わが国の学校ソーシャルワーカーへの調
査 
本研究計画実施期間中に、文部科学省は

2008年度より「スクールソーシャルワーカー
活用事業」を実施することになった。そのた
め、2008 年度は約 1000 名近い「スクールソ
ーシャルワーカー」が採用された。しかし、
採用された「スクールソーシャルワーカー」
は社会福祉士や精神保健福祉士が全体の約 5
割程度、他は退職教員や臨床心理士等、ソー
シャルワーカーではない人材であった。 
そこで、4 つ目の研究では、日本学校ソー

シャルワーク学会主催の研修にて参加した
学校ソーシャルワーカー（社会福祉士や精神
保健福祉士の保有者）88名にアンケート調査
を実施した。 
調査結果では、求められる専門的知識・技

術として、「発達障害の知識」(26 名)、「面接
技術」(24 名)、「関係機関との協働を図る技
術」(18 名)、「不登校の知識」(16 名)、「福
祉制度や社会資源の知識」(10 名)などが上位
に挙げられた。 
また、専門性を向上するうえで今後求める

研修内容では、「事例研究・ケース検討」(27
名)が圧倒的に多く、続いて「実践スキルを
高める演習」(9 名)であった。 

今回の調査結果では、社会福祉士や精神保
健福祉士の資格保持者でない学校ソーシャ
ルワーカーもいる。そのため、資格保持者で
ない学校ソーシャルワーカーにおいては、福
祉制度の知識研鑽を求める回答をしている。
これ自体は、由々しき問題といえる。すなわ
ち、学校ソーシャルワーカーとして採用され
ながら、ソーシャルワークを知らない状況で



 

 

活動しているからである。 
(5)わが国での学校ソーシャルワーカーの人
材システムについて 
 本研究成果を踏まえ、わが国の学校ソーシ
ャルワーカー人材養成システムとしては、将
来的には大学院修士課程での養成が求めら
れる。しかし、当面は、社会福祉士や精神保
健福祉士を基盤とした学校ソーシャルワー
カー養成課程が必要である。 
本研究成果をまとめる過程で、社団法人・

日本社会福祉士養成校協会は文部科学省の
「スクールソーシャルワーカー活用事業」を
受けて、「スクール（学校）ソーシャルワー
ク認定課程」を創設し、福祉系大学にて学校
ソーシャルワーカー養成を開始していく取
り組みを検討し始めた。研究代表者はこの認
定課程の協議に委員として参加し、本研究成
果を踏まえて、わが国における学校ソーシャ
ルワーカー人材養成システムについて提言
していった。その成果が、「スクール（学校）
ソーシャルワーク認定課程」の創設となり、
2009 年度より全国 10 校の社会福祉士養成校
で学校ソーシャルワーカー養成が開始され
ることになった。 
「スクール（学校）ソーシャルワーク認定

課程」では、学部学生に学校ソーシャルワー
クの科目と実習、教育学関連科目の履修を修
め、社会福祉士または精神保健福祉士を合格
した場合、「「スクール（学校）ソーシャルワ
ーク認定課程修了証明書」を交付するもので
ある。この証明書は学校ソーシャルワーカー
になるための資格要件ではないが、新たな人
材養成の第一歩と考える。 
しかし、学校という教育現場で多様な課題

を抱える児童生徒の支援を展開していく場
合、実践と理論を統合した修士課程での専門
職養成は不可欠であるといえる。 
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2008年 9 月 
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